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亀山市教育委員会規則第２号 

 

亀山市学校給食費徴収規則の一部を改正する規則 

 

亀山市学校給食費徴収規則（令和２年亀山市教育委員会規則第６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げ

る規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（給食費の額） 

第８条 給食費の額（消費税及び地方消

費税を含む。以下同じ。）は、次のと

おりとする。 

（１）小学校において学校給食の提供を

受ける児童 

ア ミルクの提供を受ける場合 月

額 ４，８００円 

［イ 略］ 

（２）小学校において学校給食の提供を

受ける教職員等並びに関中学校にお

いて学校給食の提供を受ける生徒及

び教職員等 

ア ミルクの提供を受ける場合 月

額 ５，２００円 

［イ 略］ 

［（３） 略］ 

（給食費の額） 

第８条 給食費の額（消費税及び地方消

費税を含む。以下同じ。）は、次のと

おりとする。 

（１）小学校において学校給食の提供を

受ける児童 

ア ミルクの提供を受ける場合 月

額 ４，４００円 

［イ 略］ 

（２）小学校において学校給食の提供を

受ける教職員等並びに関中学校にお

いて学校給食の提供を受ける生徒及

び教職員等 

ア ミルクの提供を受ける場合 月

額 ４，８００円 

［イ 略］ 

［（３） 略］ 

２ 転入等の理由により月の途中から学

校給食の提供を受ける児童等及び教職

員等又は第４条第１項の規定による申

２ 転入等の理由により月の途中から学

校給食の提供を受ける児童等及び教職

員等又は第４条第１項の規定による申



込みの際学校給食を提供する期間が１

月に満たないことが明らかである児童

等及び教職員等の当該月の給食費の額

は、前項の規定にかかわらず、次のと

おりとする。ただし、この規定による

給食費の額を合算して得られる当該月

の給食費の額は、前項に規定する給食

費の額を限度とする。 

（１）小学校において学校給食の提供を

受ける児童 

ア ミルクの提供を受ける場合 日

額 ２９０円 

［イ 略］ 

（２）小学校において学校給食の提供を

受ける教職員等並びに関中学校にお

いて学校給食の提供を受ける生徒及

び教職員等 

ア ミルクの提供を受ける場合 日

額 ３１０円 

［イ 略］ 

［（３） 略］ 

込みの際学校給食を提供する期間が１

月に満たないことが明らかである児童

等及び教職員等の当該月の給食費の額

は、前項の規定にかかわらず、次のと

おりとする。ただし、この規定による

給食費の額を合算して得られる当該月

の給食費の額は、前項に規定する給食

費の額を限度とする。 

（１）小学校において学校給食の提供を

受ける児童 

ア ミルクの提供を受ける場合 日

額 ２７０円 

［イ 略］ 

（２）小学校において学校給食の提供を

受ける教職員等並びに関中学校にお

いて学校給食の提供を受ける生徒及

び教職員等 

ア ミルクの提供を受ける場合 日

額 ２９０円 

［イ 略］ 

［（３） 略］ 

（給食費の減免等） 

第９条 ［略］ 

（給食費の減免等） 

第９条 ［略］ 

２ 前項の規定による減額は、次のとお

りとする。 

（１）学校給食の全部を提供しないとき 

ア 小学校において学校給食の提供

を受けている児童のうちミルクの

提供を受けているもの 日額 

２ 前項の規定による減額は、次のとお

りとする。 

（１）学校給食の全部を提供しないとき 

ア 小学校において学校給食の提供

を受けている児童のうちミルクの

提供を受けているもの 日額 



１１０円 

［イ 略］ 

ウ 小学校において学校給食の提供

を受ける教職員等並びに関中学校

において学校給食の提供を受けて

いる生徒及び教職員等のうちミル

クの提供を受けているもの 日額

 １２０円 

［エ及びオ 略］ 

［（２） 略］ 

［３及び４ 略］ 

１０５円 

［イ 略］ 

ウ 小学校において学校給食の提供

を受ける教職員等並びに関中学校

において学校給食の提供を受けて

いる生徒及び教職員等のうちミル

クの提供を受けているもの 日額

 １１０円 

［エ及びオ 略］ 

［（２） 略］ 

［３及び４ 略］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 


